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都
市
計
画
の
案
の
縦
覧
を
実

施
し
ま
す

都
市
計
画
の
案

小
山
栃
木
都
市
計
画
用
途
地
域

の
変
更

都
市
計
画
の
案
の
対
象
区
域

栃
木
市
大
宮
町
及
び
今
泉
町
１

丁
目
の
各
一
部

変
更
す
る
都
市
計
画
の
内
容

都
市
計
画
道
路
３・３・３
号
小

山
栃
木
都
賀
線
の
整
備
に
伴

い
、
幹
線
道
路
の
沿
道
に
ふ
さ

わ
し
く
良
好
な
市
街
地
環
境
を

形
成
す
る
た
め
、
対
象
区
域
の

約
９
．
２
ha
の
用
途
地
域
を
第

一
種
低
層
住
居
専
用
地
域
か

ら
第
二
種
中
高
層
住
居
専
用

地
域
へ
変
更
し
ま
す
。（
こ
れ

に
よ
り
、
病
院
や
床
面
積
１
，

５
０
０
㎡
以
下
の
店
舗
等
が
建

築
可
能
に
な
り
ま
す
。）

縦
覧
期
間

７
月
26
日
（
月
）
〜
８
月
10
日

（
火
）（
土
・
日
・
祝
日
を
除
く
）

※
都
市
計
画
の
案
に
つ
い
て
意

見
が
あ
る
方
は
、
意
見
書
を
直

接
ま
た
は
郵
送
で
問
合
先
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。

縦
覧
場
所

都
市
計
画
課
（
市
役
所
本
庁
舎

３
階
）

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
縦

覧
図
書
を
確
認
い
た
だ
け
ま
す

問
都
市
計
画
課
☎

（21）
２
４
３
１

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

制
度
の
案
内

情
報
公
開
制
度
と
は

　
市
政
に
対
す
る
理
解
を
深
め

て
も
ら
う
た
め
、
市
が
保
有
し

て
い
る
様
々
な
情
報
を
、
市
民

の
皆
さ
ん
が
入
手
し
、
利
用
で

き
る
よ
う
請
求
に
よ
り
公
開
す

る
制
度
で
す
。
情
報
公
開
は
、

市
の
す
べ
て
の
機
関
で
実
施
し

て
い
ま
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度
と
は

　
市
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
を
適
正
に
取
扱
い
、
個
人
の

権
利
と
利
益
を
保
護
す
る
こ
と

を
目
的
と
す
る
制
度
で
す
。
公

文
書
に
記
載
さ
れ
て
い
る
自
分

の
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
開

示
、
訂
正
、
利
用
停
止
等
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

利
用
状
況

昨
年
度
の
利
用
状
況
は
次
の
と

お
り
で
す
。

問
総
務
課　
☎

（21）
２
３
４
５

ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
、
許
さ
な

い
　
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
解
消
の
た

め
の
法
律
「
本
邦
外
出
身
者
に

対
す
る
不
当
な
差
別
的
言
動
の

解
消
に
向
け
た
取
組
の
推
進
に

関
す
る
法
律
」
が
施
行
さ
れ
、

本
年
６
月
３
日
を
も
っ
て
施
行

後
５
年
を
迎
え
ま
し
た
が
、
い

ま
だ
特
定
の
民
族
や
国
籍
の

人
々
を
排
斥
す
る
差
別
的
言
動

が
発
生
し
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
た
言
動
は
、
人
々
に

不
安
感
や
嫌
悪
感
を
与
え
る
だ

け
で
な
く
、
人
と
し
て
の
尊
厳

を
傷
つ
け
た
り
、
差
別
意
識
を

生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
か
ね

ず
、
許
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　
違
い
を
認
め
、
互
い
の
人
権

を
尊
重
し
合
う
社
会
を
共
に
築

き
ま
し
ょ
う
。
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー

チ
に
よ
る
被
害
な
ど
、
人
権
に

関
す
る
問
題
で
お
悩
み
の
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

み
ん
な
の
人
権
１
１
０
番

☎
０
５
７
０-

０
０
３-

１
１
０

外
国
人
人
権
相
談

☎
０
５
７
０-

０
９
０-

９
１
１

問
人
権
・
男
女
共
同
参
画
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
１
６
１

国
民
健
康
保
険
の
限
度
額
適
用

認
定
証
等
の
更
新
の
ご
案
内

　
入
院
な
ど
で
医
療
費
が
多
く

か
か
る
場
合
、
病
院
に
「
限
度

額
適
用
認
定
証
」「
限
度
額
適

用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
提
示
す
る
と
、
同
じ
診
療
月

の
１
医
療
機
関
の
窓
口
で
の
支

払
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で
に

な
り
ま
す
。
ま
た
「
限
度
額
適

用・標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

の
交
付
を
受
け
た
方
は
入
院
時

食
事
代
も
減
額
に
な
り
ま
す
。

　
現
在
交
付
し
て
い
る
認
定
証

等
は
７
月
31
日
で
有
効
期
限
が

切
れ
ま
す
。
引
き
続
き
、
認
定

証
等
が
必
要
な
方
は
７
月
26
日

か
ら
申
請
の
受
付
を
い
た
し
ま

す
の
で
手
続
き
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

対
象

限
度
額
適
用
認
定
証

・
国
民
健
康
保
険
税
に
未
納
が

な
い
世
帯
で
、
70
歳
未
満
の
方

・
70
歳
以
上
の
方
は
課
税
所
得

が
１
４
５
万
円
以
上
６
９
０
万

円
未
満
の
方

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証

・
70
歳
未
満
の
方
は
国
民
健
康

保
険
税
に
未
納
が
な
く
、
か
つ

住
民
税
非
課
税
世
帯
の
方

・
70
歳
以
上
の
方
は
住
民
税
非

課
税
世
帯
の
方

手
続
き
に
必
要
な
も
の　
国
民

健
康
保
険
被
保
険
者
証

問
保
険
年
金
課
☎

（21）
２
１
３
１

こ
ん
な
時
は
国
民
年
金
の
手

続
き
を

国
民
年
金
の
種
別
と
手
続
き
に

つ
い
て

日
本
に
住
む
20
歳
以
上
60
歳
未

満
の
全
て
の
方
は
、
国
民
年
金

に
加
入
し
ま
す
。
年
金
の
種
別

は
次
の
３
種
類
で
、
種
別
に
よ

り
保
険
料
の
納
付
や
変
更
な
ど

の
手
続
き
が
異
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

第
１
号
被
保
険
者
…
自
営
業

者
・
学
生
等

年
金
の
手
続
き
は
、
全
て
ご
自

身
で
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。

第
２
号
被
保
険
者
…
厚
生
年
金

等
に
加
入
し
て
い
る
お
勤
め
の

方
等

年
金
の
手
続
き
は
、
勤
め
先
の

事
業
主
が
行
い
ま
す
が
、
60
歳

未
満
で
退
職
し
た
場
合
は
、
第

１
号
被
保
険
者
に
な
る
た
め
の

手
続
き
を
ご
自
身
で
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

第
３
号
被
保
険
者
…
第
２
号
被

保
険
者
に
扶
養
さ
れ
て
い
る
配

偶
者

年
金
の
手
続
き
は
、
配
偶
者
の

勤
め
先
の
事
業
主
が
行
い
ま
す

が
、次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、

60
歳
未
満
で
被
扶
養
配
偶
者
で

な
く
な
っ
た
場
合
は
、
第
１
号

被
保
険
者
に
な
る
た
め
の
手
続

き
を
ご
自
身
で
行
う
必
要
が
あ

り
ま
す
。
①
配
偶
者
の
退
職
／

②
本
人
の
パ
ー
ト
等
収
入
の
増

加
／
③
配
偶
者
の
死
亡
／
④
離

婚
な
ど

第
１
号
被
保
険
者
に
な
る
手
続

き
に
必
要
な
も
の

・
資
格
喪
失
証
明
書
等

・
手
続
き
さ
れ
る
方
の
年
金
手

帳
ま
た
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
・
通
知
カ
ー
ド

・
来
庁
さ
れ
る
方
の
ご
本
人
確

認
が
で
き
る
書
類
（
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
、運
転
免
許
証
等
）

・
委
任
状
（
代
理
人
が
手
続
き

す
る
場
合
。
様
式
自
由
）

場
所　
問
合
先
（
市
役
所
本
庁

舎
２
階
）、
各
総
合
支
所
地
域

づ
く
り
推
進
課

問
保
険
年
金
課
☎

（21）
２
１
３
４

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別

給
付
金
（
ひ
と
り
親
世
帯
以

外
の
低
所
得
の
子
育
て
世
帯

分
）
を
支
給
し
ま
す
。

対
象
児
童

平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
令
和

４
年
２
月
28
日
ま
で
に
出
生
し

た
児
童
（
特
別
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
対
象
で
あ
る
障
が
い
児

の
場
合
、
平
成
13
年
４
月
２
日

か
ら
令
和
４
年
２
月
28
日
ま
で

に
出
生
し
た
児
童
）

支
給
対
象
者

（
１
）
申
請
が
不
要
な
方
（
該

当
の
方
に
は
７
月
中
旬
に
通
知
）

●
令
和
３
年
度
の
市
民
税
が
非

課
税
の
方
で
、
令
和
３
年
４
月

分
の
児
童
手
当
ま
た
は
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
受
給
者
（
同
一

世
帯
に
市
民
税
が
課
税
の
方
が

い
て
も
、
受
給
者
が
非
課
税
で

あ
れ
ば
対
象
）

※
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に

あ
て
は
ま
る
方
は
、
本
給
付
金

の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
令
和
３
年
度
の
市
県
民
税
の

申
告
が
お
済
み
で
な
い
方
、
収

入
が
な
か
っ
た
た
め
申
告
を
し

て
い
な
い
方
（
市
県
民
税
の
申

告
も
必
要
）

・
令
和
３
年
１
月
１
日
以
後
に

転
入
し
た
方

・
公
務
員
の
方
（
所
属
庁
か
ら

の
児
童
手
当
の
証
明
が
必
要
）

（
２
）
申
請
が
必
要
な
方

●
令
和
３
年
度
の
市
民
税
が
非

課
税
の
方
で
次
の
要
件
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

①
新
生
児
が
出
生
し
た
な
ど

の
理
由
で
令
和
３
年
５
月
か
ら

令
和
４
年
３
月
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
月
の
分
の
児
童
手
当
の
受

給
資
格
の
認
定
ま
た
は
額
の
改

定
の
認
定
を
受
け
た

②
新
生
児
が
出
生
し
た
な
ど

の
理
由
で
令
和
３
年
５
月
か
ら

令
和
４
年
３
月
ま
で
の
い
ず
れ

か
の
月
の
分
の
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
受
給
資
格
の
認
定
ま
た

は
額
の
改
定
の
認
定
を
受
け
た

③
右
記
①
、
②
に
該
当
し
な

い
方
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
あ

て
は
ま
る
方

・
令
和
３
年
３
月
31
日
時
点
で
、

平
成
15
年
４
月
２
日
か
ら
平
成
18

年
４
月
１
日
ま
で
に
出
生
し
た
児

童
の
み
を
市
内
で
養
育
し
て
い
る

・
令
和
３
年
４
月
１
日
以
後
に

帰
国
し
、
平
成
15
年
４
月
２
日

か
ら
平
成
18
年
４
月
１
日
ま
で

に
出
生
し
た
児
童
の
み
を
市
内

で
養
育
し
て
い
る

※
①
か
ら
③
に
該
当
す
る
方

で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
方
は
、
申
請
の
ほ
か
、
次
の

手
続
き
や
書
類
の
提
出
が
必
要

で
す
。

・
令
和
３
年
度
の
市
県
民
税
の

申
告
が
お
済
み
で
な
い
方
、
収

入
が
な
か
っ
た
た
め
申
告
を
し

て
い
な
い
方
は
、
申
告
が
必
要

で
す
。

・
公
務
員
の
方
は
、
所
属
庁
か

ら
の
児
童
手
当
の
証
明
が
必
要

で
す
。（
③
の
場
合
を
除
く
）

●
令
和
３
年
度
分
の
市
民
税
が

課
税
の
方
で
、
令
和
３
年
１
月

以
降
の
家
計
が
急
変
し
、
市
民

税
が
非
課
税
と
同
様
の
水
準
に

あ
る
場
合

支
給
日　

申
請
が
不
要
な
方

は
、７
月
29
日
（
木
）
を
予
定
。

申
請
開
始　
申
請
が
必
要
な
方

は
、
子
育
て
支
援
課
で
７
月
19

日
（
月
）
か
ら
受
付
を
開
始
し

ま
す
。（
各
総
合
支
所
で
は
８

月
16
日
（
月
）
か
ら
）

支
給
額

児
童
一
人
当
た
り
一

律
５
０
，０
０
０
円
（
一
回
限
り
）

支
給
先

児
童
手
当
受
給
口
座
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
口
座
、

申
請
者
本
人
名
義
の
口
座

注
意　
既
に
給
付
金
（
ひ
と
り

親
分
）
の
給
付
を
受
け
た
場
合

は
対
象
外
で
す
。

問
子
育
て
支
援
課

　
　
　
　
　
　
☎

（21）
２
２
２
２

児
童
扶
養
手
当
受
給
資
格
者

の
皆
様
へ

　
毎
年
８
月
に
現
況
届
の
提
出

が
必
要
で
す
。
提
出
が
な
い
場

合
、
11
月
分
か
ら
手
当
の
受
給

が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
２
年
間
現
況
届
の
提
出
が
さ

れ
な
い
場
合
は
、
時
効
に
よ
り

受
給
資
格
が
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
全
部
支
給
停
止
の
方
も
必

ず
ご
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
受
給
資
格
者
に
は
個
別

に
案
内
を
お
送
り
し
ま
す
。

提
出
場
所　
栃
木
地
域
に
お
住

ま
い
の
方:

子
育
て
支
援
課

（
市
役
所
本
庁
舎
２
階
）

大
平
・
藤
岡
・
都
賀
・
西
方
・

岩
舟
地
域
に
お
住
ま
い
の
方:

お
住
ま
い
の
地
域
の
総
合
支
所

地
域
づ
く
り
推
進
課

※
他
の
地
域
に
は
書
類
の
用
意

が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
お

住
ま
い
の
地
域
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

対
象　
児
童
扶
養
手
当
受
給
資

格
者

日
時　
８
月
３
日
（
火
）
〜
６

日
（
金
）

問
子
育
て
支
援
課
☎

（21）

２
２
２
１
／
大
平
地
域
づ
く

り
推
進
課
☎

（43）
９
２
０
２
／
藤

岡
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎

（62）

０
９
０
４
／
都
賀
地
域
づ
く

り
推
進
課
☎

（29）
１
１
０
３
／
西

方
地
域
づ
く
り
推
進
課
☎

（92）

０
３
０
９
／
岩
舟
地
域
づ
く
り

推
進
課
☎

（55）
７
７
５
９

岩舟総合支所

西方総合支所

都賀総合支所

藤岡総合支所

大平総合支所

本庁

〒329-4392
　岩舟町静5133-1
☎55-7751
FAX55-4910

〒322-0692
　西方町本城1
☎92-0300
FAX92-2611

〒328-0192
　都賀町家中5982-1
☎29-1100
FAX27-7556

〒323-1192
　藤岡町藤岡1022-5
☎62-0900
FAX62-4625

〒329-4492
　大平町富田558
☎43-9205
FAX43-8818

〒328-8686
　万町9-25
☎22-3535
FAX21-2673

休日にお困りの時は
本庁日直☎（22）3535

お
知
ら
せ

区 分 総 数 内 訳

情報公開請求 １３９件 ５５件
（公開）

７９件
（部分公開）

５件
（非公開）

自己情報開示請求 １９件 ５件
（開示）

１１件
（部分開示）

３件
（非開示）

情報公開制度　昨年度の利用状況
（令和２年4月1日～令和３年3月31日）


